
　標準期末手当等の額は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に受けた期末手当等の
額に基づいて決定します。
　期末手当等にかかる端数処理や最高限度額については、実際に支給された期末手当等の1,000円
未満を切り捨てて標準期末手当等の額とし、この額をもとに事務処理が行われます。
　また、標準期末手当等の最高限度額については、下の表のとおりです。
　6月、12月に標準期末手当
等の額を決定・改定したとき
は、決定通知書を所属所の共
済事務担当課を通じて各支給
月の翌月に配付いたしますの
で、内容のご確認をお願いい
たします。

◦ 標準期末手当等の最高限度額 ◦

短期分および福祉分 5,730,000円
（年度を通じて）

長期分
厚生年金保険料および

退職等年金給付
1,500,000円
（支給一月につき）⎡ ⎤

⎣ ⎦

標準期末手当等の額の決定について

お子さんの医療費はタダではありません

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

　誤解されることも多いようですが、子どもの受診にも医療費は発生しています。医療費の7割ま
たは8割を共済組合が負担し、自己負担分を自治体が負担しているのです。
　共済組合が負担する医療費に充てられている財源は、皆さまから納めていただいている掛金です。
自己負担がないからといって、休日・夜間問わず気軽に医療機関を受診するのではなく、明らかに
緊急を要する急病の場合以外は、まずは13ページに掲載している救急電話相談を活用するなど、適
正受診にご協力をお願いいたします。

医療保険者負担分
(7割または８割 )

自己負担分
(2割または3割 )

共済組合が負担 自治体が負担

医療費総額の
7割(または8割)を
共済組合が
負担しています

共済組合では、レセプトや健診情報等のデータの分析を通じて、令和6年度から
の第3期データヘルス計画を策定いたしました。
詳しくは、共済組合ホームページのトップページ下段にある動くバナー「データ

ヘルス計画」よりご確認ください。

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

自己負担額が
0円でも、

第3期データヘルス計画の策定について
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